
証券コード　4746
（発送日）令和７年３月10日

（電子提供措置開始日）令和７年３月５日

株主の皆様へ

神奈川県川崎市中原区市ノ坪150番地

株 式 会 社 　 東  計  電  算
代 表 取 締 役
会 長 執 行 役 員 甲 田 英 毅

１．日 時 令和７年３月26日（水曜日）午前10時

２．場 所 神奈川県川崎市中原区小杉町三丁目264番地３

ユニオンビル　２階　セミナールームＡ

（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください）

３．目 的 事 項

報 告 事 項 １. 第55期（令和６年１月１日から令和６年12月31日まで）事
業報告、計算書類報告の件

２. 第55期（令和６年１月１日から令和６年12月31日まで）連
結計算書類ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計
算書類監査結果報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金処分の件

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件

第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

第５号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

第55回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第55回定時株主総会を下記により開催いたしますの

で、ご通知申しあげます。
なお、当日のご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができます

ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権行使書用紙

に議案に対する賛否をご表示いただき、令和７年３月25日（火曜日）午後６時ま

でに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記
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４．電 子 提 供 措 置 に 関 す る 事 項

５．招 集 に あ た っ て の 決 定 事 項

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電
子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の
当社ウェブサイトに「第55回定時株主総会招集ご通知」として掲載しており
ますので、以下の当社ウェブサイトにアクセスして、「IR情報」を選択のう
え、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

　　当社ウェブサイト　https://www.toukei.co.jp

　電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）
のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証
上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（東計電算）または証券コ
ード（4746）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」、
「株主総会招集通知／株主総会資料」を選択のうえ、ご確認くださいますよ
うお願い申しあげます。

　　東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

　　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

　ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされ
ない場合は、賛の表示があったものとして取り扱います。

以　上

◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご
提出くださいますようお願い申しあげます。

◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウ
ェブサイトおよび東証ウェブサイトにその旨、修正前の事項および修正後
の事項を掲載させていただきます。

◎ インフルエンザ等の感染拡大防止のため、株主総会にご出席の皆様には、
株主総会会場内にてマスクの着用等をお願いする場合がございます。
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(令和６年１月１日から
令和６年12月31日まで)

事　業　報　告

Ⅰ　会社の現況
１．当事業年度の事業の状況

(1) 事業の経過及び成果

当期におけるわが国経済は、製造業において、ＡＩ向けなどの需要の増

加による半導体生産の回復、年初に発生した認証不正問題の解消による自

動車生産の回復などにより、生産用機械や自動車を中心に景況感は改善し

ました。一方、非製造業においては、好調なインバウンド需要が追い風と

なり、小売や対個人サービスを中心に景況感が改善したものの、人件費の

上昇や円安による原材料価格の高騰、値上げに対する買い控えの動きが懸

念材料となっております。

当業界におきましては、ユーザー企業におけるデジタルトランスフォー

メーション（ＤＸ）の取り組みが本格化しており、物価上昇や世界的な金

融引き締めの影響など、ＩＴ投資抑制の要因となり得る要素はあるもの

の、需要環境は引き続き、堅調に推移していくものと考えられます。

このような環境のなかで、当社はシステムインテグレータとして多様化

するお客様のニーズに対応し、積極的に営業展開を進めてまいりました。

具体的には、当社の情報システム資産を活用したサービス商品の拡販を

重点課題とし、商品化の促進やシステム運用業務売上の拡大に取り組んで

まいりました。

その結果、当期における売上高は193億71百万円（前期比0.5％増）、経

常利益64億35百万円（同12.8％増）、当期純利益44億87百万円（同13.5％

増）となりました。

部門別の状況は、次のとおりであります。

①情報処理サービス業務の概況

情報処理サービス業務としましては、ソフトウェア開発業務、システム

運用業務、ファシリティサービス業務を行っております。

これらの業務では、顧客の業種・業務に対応した業種別組織体制を採用

し、多様化する顧客ニーズに迅速に対応できるよう、積極的な事業活動を

実践しております。

＜ソフトウェア開発業務＞

長年のソフトウェア開発の実績をもとに社内の総合力を結集し、業種

別システムエンジニア、プログラマーによる強力なサポート体制のもと

に、顧客の立場で物事を考えたコンサルテーション、プロジェクト管

理、システム設計受託等の開発を行い、製造業や流通業、物流業等さま

ざまな業種に特化した情報システム開発業務を行っております。
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当期における当業務の売上高は、前期の法改正に伴うシステム改善需

要が一服したことにより反動減となり、52億44百万円（前期比5.8％

減）となりました。

＜システム運用業務＞

ユーザー企業のシステム運用の受託、開発した情報システムの維持、

ソフトウェアを用いたサービス売上、システム運用に伴うネットワー

ク・ハードの維持等システム運用にかかわる業務を受託しております。

具体的な受注形態は、業務クラウドをベースにした運用トータルサー

ビス、サーバの運用管理（ハウジング）、ＥＤＩ（Electronic Data 

Interchange）、開発したソフトウェアの維持ならびに販売したサーバ

及びネットワークの保守、コールセンター業務等であります。

当期における当業務の売上高は、受注が堅調に推移したことにより、

108億85百万円（前期比10.1％増）となりました。

＜ファシリティサービス業務＞

正確・迅速・廉価をモットーに、漢字・英数字・カナ文字のエントリ

ー業務の受託、データ処理業務の運営管理、イメージ入力ＯＣＲ・ＯＭ

Ｒ処理等を行っております。また、上記エントリー業務のほか、ビジネ

ス・プロセス・アウトソーシングサービス、コンピュータによるＩ／Ｏ

に付随する業務を受託処理しております。

当期における当業務の売上高は、受注が堅調に推移したことにより、

17億16百万円（前期比2.4％増）となりました。

②機器販売業務の概況

機器販売業務としましては、当社の開発したシステムに必要なハードウ

ェアを顧客に販売しております。

取扱商品は、日本電気㈱、富士通㈱、キヤノン㈱等のサーバ、パーソナ

ルコンピュータ、その他の周辺機器が中心であり、特定のメーカーに依存

せず、システム開発の案件ごとにフレキシブルに選定できることが当社の

強みであります。

当期における当業務の売上高は、前期の特需が一服したことにより反動

減となり、14億59百万円（前期比29.8％減）となりました。

③不動産等賃貸業務の概況

不動産等賃貸業務としましては、ビル・マンション等の不動産賃貸等の

業務を行っております。

当期における当業務の売上高は、賃貸ビルの入居率がほぼ前期と同じ水

準となり、66百万円（横バイ）となりました。
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(2) 設備投資の状況

当期中において実施いたしました設備投資の総額は２億91百万円であり

ます。そのうち、主なものは次のとおりであります。

　①当期中に完成した主要設備

・クラウド環境の拡充を図るべく、機器等の購入のため１億57百万

円、ソフトウェアのライセンス等の購入のため43百万円、それぞれ

投資いたしました。

・システム運用業務維持のため、データセンター内の電源装置を更新

いたしました。金額は88百万円であります。

　②当期において継続中の主要設備の新設、拡充

該当事項はありません。

(3) 資金調達の状況

特記すべき事項はありません。

(4) 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

特記すべき事項はありません。

(5) 他の会社の事業の譲受けの状況

特記すべき事項はありません。

(6) 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承

継の状況

特記すべき事項はありません。

(7) 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状

況

特記すべき事項はありません。
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区 分
第 52 期

(令和３年12月期)
第 53 期

(令和４年12月期)
第 54 期

(令和５年12月期)
第55期（当期）
(令和６年12月期)

売 上 高(千円) 16,471,320 17,332,808 19,278,085 19,371,519

経 常 利 益(千円） 4,182,046 5,133,488 5,703,270 6,435,444

当 期 純 利 益(千円) 2,995,309 3,398,260 3,954,490 4,487,322

１株当たり当期純利益 (円) 164.00 190.71 221.77 251.16

総 資 産(千円) 34,606,771 35,264,573 41,500,939 49,543,980

純 資 産(千円) 28,221,252 29,009,796 33,745,827 39,998,313

１ 株 当 た り 純 資 産 (円) 1,583.78 1,624.24 1,886.03 2,228.13

２．直前３事業年度の財産及び損益の状況

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第53期の期首から適用しており、第
53期以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。
また、当社は、令和６年１月１日付で株式１株につき２株の割合をもって株式分割を行っております。第52期の
期首に株式分割が行われたものと仮定して、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産を算定しております。

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

イースタンリース㈱ 100百万円 99.9％
機器、什器等のリース・レ

ンタル

３．重要な親会社及び子会社の状況

(1) 親会社の状況

当社の親会社は㈱アップワードであります。

当事業年度末現在、同社の資本金は90百万円で、当社の議決権の52.5％

（株式数9,400千株）を保有しております。

当社との人的関係につきましては、同社の代表者が当社代表取締役を兼

務しております。

また、原則として当社は親会社との取引等を行わない方針であります

が、取引等を行う際は、少数株主保護の観点から取引理由及びその必要

性、取引条件及びその妥当性等について、取締役会において十分に審議し

た上で意思決定を行うこととしております。また、当該取引の結果につき

ましても、取締役会において報告・確認することとしております。

なお、当社は当事業年度において、同社との取引はありません。

(2) 重要な子会社の状況及び企業結合の成果

（注）事業年度末日において特定完全子会社はありません。

　当連結会計年度の売上高は196億34百万円（前期比0.4％増）、経常利

益は64億51百万円（同12.6％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は

44億95百万円（同13.3％増）となりました。
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４．対処すべき課題

今後の経済情勢につきましては、米国トランプ大統領の就任により、関税

を始めとする政策転換による影響、人手不足の深刻化、金利上昇への警戒感

が懸念材料となっております。

当業界におきましても、景気の不透明感がユーザー企業の情報化投資計画

に及ぼす影響が懸念されるものの、ＡＩの活用、キャッシュレス対応、モバ

イル機器を活用したテレワーク、情報システムのクラウド化など、社会の変

化に伴うシステム開発の需要は今後も根強く存在するものと予想されます。

当社では第51期にソフトウェア開発案件において複数の不採算案件を発生

させ営業利益を前年より減らすということがありました。その反省にたちソ

フトウェア開発業務の受注時には開発工数、日程、開発難易度についてより

厳格な手続きを経ての受注を徹底させることで損失発生額を減じてまいりま

した。

一方でソフトウェア開発業務では投入出来る人員数により売上の時期や規

模が制限されるため、人員に頼らずに売上拡大を図ることができるよう自社

IT資産を活用した商品ライセンスを用いた成長戦略を51期より取り入れてき

ました。この自社IT資産を活用した売上は当期において17億円を超える規模

となり、収益性向上にも大きく寄与してきており、引き続き来期以降もこの

業務の拡大を実行してまいります。

しかしながらIT資産を活用した商品ライセンス売上は顧客ごとの細かい対

応はせずに顧客の側でシステムに業務を合わせていただくことでシステムリ

リーススピードの速さを実現して、低価格ではあっても数多くの案件を獲得

することで当社の経営効率を上げることが出来ました。

これまで当社は業種別組織、業種別パッケージソフト、そのパッケージソ

フトのカスタマイズとそのパターン化、IT資産の活用などにより効率化を進

め、これらの効率化の促進が収益性の向上をもたらしましたが、過度の効率

化は社員の提案力、（顧客の課題や問題点を聞き出す）ヒアリングの能力、

アイディアを実現させる設計力やシステム開発能力などを含めた社員の能力

向上と社員自ら成長を実感する機会を奪ってしまうことも事実であります。

効率性の追求は短期的には業績にプラスをもたらしておりますが、社員の

能力向上の機会を奪ってしまっては長期的企業価値向上にはマイナスである

と考えております。減益と言う事実に直面し徹底的に効率を重視してまいり

ましたが、長期的永続的な企業価値の向上のためには業績と効率の改善速度

を落としても、社員の成長と能力アップを優先しなければならないと考えて
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おります。そのため来期以降につきましては、システム運用業務売上や商品

ライセンス売上の拡大により引き続き成長と生産性・収益性の向上を目指し

てまいりますが、同時に社員の能力向上と成長を実感できるよう新しい技

術、新しい業務、これまでとは異なる業界のシステム開発にも挑戦してまい

ります。

企業業績の短期的成長と社員の成長を通じて実現する長期的成長、二つの

成長のバランスを取りながら今後の経営を進めてまいります。

当社は、株主の皆様をはじめ多くの取引先各社にご満足いただけるように

情報化社会のシーズとニーズを結びつけることが重要な使命であると考えて

おります。

株主の皆様におかれましては、なお一層のご支援、ご協力を賜りますよう

お願い申しあげます。

－ 8 －



５．主要な事業内容（令和６年12月31日現在）

当社は、ソフトウェア開発業務（コンサルテーション、アプリケーション

ソフト開発等）、システム運用業務（コンピュータ・通信ネットワーク等の

運営受託、開発システムのソフトの維持、コールセンター業務等）、ファシ

リティサービス業務（データエントリー、ビジネス・プロセス・アウトソー

シングサービス、収納代行業務、Ｉ／Ｏ付随業務等）、機器販売業務及びコ

ンピュータ活用にかかわる業務を行っております。

名 称 所　　　在　　　地

本 社 神奈川県川崎市中原区

川崎第１事業所 神奈川県川崎市中原区

川崎第２事業所 神奈川県川崎市中原区

東 京 事 業 所 東京都千代田区

立 川 事 業 所 東京都立川市

名 古 屋 事 業 所 愛知県名古屋市中村区

第１データセンター 神奈川県川崎市宮前区

第２データセンター 神奈川県川崎市幸区

６．主要な営業所（令和６年12月31日現在）

区 分 当期末使用人数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

男 性 608名 3名減 40.3歳 15.1年

女 性 206名 4名減 37.1歳 11.6年

平均または合計 814名 7名減 39.5歳 14.2年

７．使用人の状況（令和６年12月31日現在）

（注）　上記使用人のほかに、臨時社員64名、パート社員436名が在籍しております。

８．主要な借入先の状況（令和６年12月31日現在）

該当事項はありません。

９．その他会社の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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(1) 発行可能株式総数 74,800,000株

（注）令和５年11月６日開催の取締役会決議により、令和６年１月１日付で株式分

割（１株を２株に分割）に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は

37,400,000株増加しております。

(2) 発行済株式の総数 18,700,000株

（注）令和６年１月１日付の株式分割（１株を２株に分割）により、発行済株式の

総数は9,350,000株増加しております。

(3) 株主数 6,127名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 ア ッ プ ワ ー ド 9,400千株 52.5％

東 京 濾 器 株 式 会 社 2,305千株 12.9％

日 本 総 合 住 生 活 株 式 会 社 770千株 4.3％

光 通 信 株 式 会 社 729千株 4.1％

日本マスタートラスト信託
銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ）

685千株 3.8％

東 計 電 算 社 員 持 株 会 353千株 2.0％

CACEIS BANK,LUXEMBOURG 
BRANCH/AIF CLIENTS ASSETS

323千株 1.8％

株式会社日本カストディ銀行
（信託口）

154千株 0.9％

DALTON KIZUNA(MASTER)FUND LP 70千株 0.4％

大 野 博 之 58千株 0.3％

Ⅱ　株式の状況（令和６年12月31日現在）

(4) 大株主（上位10名）

（注）　持株比率は自己株式（806,452株）を控除して計算しております。

(5) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。
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名称
（発行決議日）

新株予
約権の
数

目的と
なる株
式の数

発行
価額

権利行使
価額

行使の
条件

権利行使期間

第5回ｽﾄｯｸｵﾌﾟｼｮﾝ
（平成28年３月24日）

136個 27,200株 無償
964円

（注）2
（注）３

令和６年４月１日から
令和８年３月24日まで

第6回ｽﾄｯｸｵﾌﾟｼｮﾝ
（平成30年３月23日）

600個 120,000株 無償
1,575円
（注）2

（注）４
令和８年４月２日から
令和10年３月23日まで

第7回ｽﾄｯｸｵﾌﾟｼｮﾝ
（平成31年３月26日）

100個 20,000株 無償
1,538円
（注）2

（注）４
令和９年４月１日から
令和11年３月26日まで

第8回ｽﾄｯｸｵﾌﾟｼｮﾝ
（令和２年３月25日）

200個 40,000株 無償
1,843円
（注）2

（注）４
令和10年４月１日から
令和12年３月25日まで

第9回ｽﾄｯｸｵﾌﾟｼｮﾝ
（令和３年３月24日）

500個 100,000株 無償
2,258円
（注）2

（注）５
令和11年４月１日から
令和13年３月24日まで

第10回ｽﾄｯｸｵﾌﾟｼｮﾝ
（令和４年３月24日）

2,000個 400,000株 無償
2,590円
（注）2

（注）６
令和12年４月１日から
令和14年３月24日まで

第11回ｽﾄｯｸｵﾌﾟｼｮﾝ
（令和５年３月23日）

1,000個 200,000株 無償
3,235円
（注）2

（注）６
令和13年４月３日から
令和15年３月23日まで

第12回ｽﾄｯｸｵﾌﾟｼｮﾝ
（令和６年３月26日）

900個 90,000株 無償
3,760円
（注）2

（注）７
令和14年４月１日から
令和16年３月26日まで

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
1

分割・併合の比率

既発行

株式数
＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

新規発行前の株価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

Ⅲ　新株予約権等の状況

(1) 当事業年度末日における新株予約権の状況

（注）１．新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は、100株であります。

なお、令和６年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行い

ましたので、第11回ストックオプションまでの既発行分の新株予約権１個当た

りの目的となる株式の数は、200株に調整いたしております。

２．新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により

行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

また、時価を下回る価額で新株式を発行（株式の無償割当による株式の発行及

び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権（新株予約権付社債も含む）の

行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除

く）するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端

数は切り上げる。

３．新株予約権者は、新株予約権の行使時において当社の取締役または従業員であ

ることを要し、その地位を退任及び退職等によりいずれも喪失したときは、権

利行使前といえども、直ちに当該新株予約権を喪失するものとする。ただし、

株主総会決議後、勤続２年以上で当該地位を退任及び退職等により喪失した場

合は、権利行使期間にかかわらず、当該事由が発生した日から６ヶ月間に限り

行使できるものとする。
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調整後の新株予約権の個数＝ 100個×
割当日から権利喪失日までの在籍月数

96ヶ月

調整後の新株

予約権の個数
＝

調整前の新株

予約権の個数
×

割当日から権利喪失日までの在籍月数

96ヶ月

調整後の新株

予約権の個数
＝

調整前の新株

予約権の個数
×

割当日から権利喪失日までの在籍月数

96ヶ月

４．新株予約権者は、新株予約権の行使時において当社の取締役または従業員であ

ることを要し、その地位を退任及び退職等によりいずれも喪失したときは、権

利行使前といえども、直ちに当該新株予約権を喪失するものとする。また、部

長職より下位の職位に降格になった場合も同様とする。ただし、株主総会決議

後、勤続２年以上で当該地位を退任及び退職等により喪失したり、部長職より

下位の職位に降格になった場合は、権利行使期間にかかわらず、当該事由が発

生した日から６ヶ月間に限り行使できるものとする。

５．新株予約権者は、新株予約権の行使時において当社の取締役または従業員であ

ることを要し、その地位を退任及び退職等によりいずれも喪失したときは、権

利行使前といえども、直ちに当該新株予約権を喪失するものとする。また、降

格になった場合も同様とする。ただし、株主総会決議後、勤続２年以上で当該

地位を退任及び退職等により喪失したり、降格になった場合は、前項の期間に

かかわらず、当該事由が発生した日から６ヶ月間に限り行使できるものとす

る。その場合、割当てた新株予約権の個数は以下の計算式により調整するもの

とする。なお、在籍月数の算出にあたり生じた１ヶ月未満の端数はこれを切り

捨てるものとし、割当日からの在籍月数は96ヶ月を上限とする。

６．新株予約権者は、新株予約権の行使時において当社の取締役または従業員であ

ることを要し、その地位を退任及び退職等によりいずれも喪失したときは、権

利行使前といえども、直ちに当該新株予約権を喪失するものとする。また、降

格になった場合も同様とする。ただし、株主総会決議後、勤続２年以上で当該

地位を退任及び退職等により喪失したり、降格になった場合は、前項の期間に

かかわらず、当該事由が発生した日から６ヶ月間に限り行使できるものとす

る。その場合、割当てた新株予約権の個数は以下の計算式により調整するもの

とする。なお、在籍月数の算出にあたり生じた１ヶ月未満の端数はこれを切り

捨てるものとし、割当日からの在籍月数は96ヶ月を上限とする。

７．新株予約権者は、新株予約権の行使時において当社の取締役または従業員であ

ることを要し、その地位を株主総会決議後、勤続２年未満で退任及び退職等に

より、いずれも喪失したときは、権利行使前といえども、直ちに当該新株予約

権を喪失するものとする。また、新株予約権の割当時の職位より下位の職位に

降格になった場合も同様とする。

　また、当該地位を株主総会決議後、勤続２年以上で退任及び退職等により喪

失したり、新株予約権の割当時の職位より下位の職位に降格になった場合は、

前項の期間にかかわらず、当該事由が発生した日から６ヶ月間に限り行使でき

るものとする。その場合、割り当てた新株予約権の個数は以下の計算式により

調整するものとする。なお、在籍月数の算出にあたり生じた１ヶ月未満の端数

はこれを切り捨てるものとし、割当日からの在籍月数は96ヶ月を上限とする。

また、調整後の新株予約権の個数に端数が生じた場合は、切り捨てるものとす

る。
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職位 新株予約権の個数

執行役員 300個（30,000株）

部長 200個（20,000株）

課長 100個（10,000株）

名称

取締役（監査等委員・社外役員

を除く）
監査等委員である取締役

新株予約権の数及び

目的となる株式の数
保有者数

新株予約権の数及び

目的となる株式の数
保有者数

第6回ｽﾄｯｸｵﾌﾟｼｮﾝ 300個(60,000株) 3名 100個(20,000株) 1名

第9回ｽﾄｯｸｵﾌﾟｼｮﾝ 100個(20,000株) 1名 － －

第10回ｽﾄｯｸｵﾌﾟｼｮﾝ 100個(20,000株) 2名 － －

第11回ｽﾄｯｸｵﾌﾟｼｮﾝ 100個(20,000株) 1名 － －

名称

当社使用人

新株予約権の数及び

目的となる株式の数
交付者数

第12回ｽﾄｯｸｵﾌﾟｼｮﾝ
900個

(90,000株)
9名

　なお、上記株主総会決議後、勤続２年以上で降格した者が、以下のいずれか

の職位にとどまる場合は、その職位の右欄に記載された新株予約権の個数から

権利行使済の新株予約権の個数を控除した個数（計算後の個数が正の値になる

場合に限る）の新株予約権を、降格となった年の翌年以降に新株予約権発行を

承認する株主総会決議が為されることを条件に、新たな契約を締結して割り当

てることができるものとする。但し、調整後の新株予約権のすべてを行使した

日の属する年又は権利行使期間の経過等により調整後の新株予約権を喪失した

日の属する年の翌年１月１日から１月末日までの間に、新たな新株予約権の発

行を申請した者に限る。

(2) 当事業年度末日において当社役員が保有する職務執行の対価として交付し

た新株予約権の状況

※社外取締役（監査等委員を除く）には新株予約権を交付いたしておりません。

(3) 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に対し交付した新株予

約権の状況
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会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役
会長執行役員

甲 田 英 毅

管理部門担当
㈱アップワード代表取締役
イースタンリース㈱代表取締役
東京濾器㈱監査役

代 表 取 締 役
社長執行役員

古 閑 祐 二

勤怠ソリューション営業部、ｅｃソリューシ
ョン営業部、シッピングシステム営業部、カ
スタマーサポート営業部、ストアシステム営
業部、流通システム営業部、運輸システム営
業部、物流システム営業部、製造システム営
業部、鋼材システム営業部、ビル管理システ
ム営業部、設備管理システム営業部担当
イースタンリース㈱取締役

取 締 役
専務執行役員

長 沼 哲 夫
システム運用１・２部、ネットワークマネジ
メント営業部、パートナービジネス営業部、
デジタルサービス営業部担当

取 締 役
常務執行役員

岩 月 直 人
建設システム営業部、住宅システム営業部、
金融システム営業部、不動産賃貸システム営
業部担当

取 締 役 田 﨑 滋 樹 日本総合住生活㈱取締役

取 締 役 角 谷 明 洋 東京濾器㈱取締役

取 締 役
常勤監査等委員

今 西 行 雄 イースタンリース㈱監査役

取 締 役
監 査 等 委 員

山 口 俊 明 公認会計士

取 締 役
監 査 等 委 員

菅 谷 雄 一 弁護士

Ⅳ　会社役員の状況

(1) 取締役の状況（令和６年12月31日現在）

（注）１. 取締役田﨑滋樹氏及び角谷明洋氏ならびに監査等委員である取締役山口俊明氏

及び菅谷雄一氏は、社外取締役であります。

２. 監査等委員である取締役山口俊明氏は、公認会計士として財務及び会計に関す

る相当程度の知見を有しております。

３. 当社は、各社外取締役及び各監査等委員である取締役との間で、会社法第427

条第１項の規定に基づき、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、いずれも法令が定める最低責任限

度額としております。

４. 当社は、監査等委員である取締役山口俊明及び菅谷雄一の両氏を東京証券取引

所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

５. 監査等委員である取締役今西行雄氏は、平成31年３月26日開催の第49回定時株

主総会後に開催された監査等委員会において常勤監査等委員に選定されまし

た。常勤の監査等委員を選定している理由は、当社事業に係る知見を有する者

による情報収集及び重要な会議への出席ならびに内部監査部門等との密接な連

携を通じ、監査・監督機能の実効性を高めるためであります。

６. 当社は、取締役全員を被保険者として会社法第430条の３第１項に規定する役
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氏 名 退 任 日 退任事由 退 任 時 の 地 位 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

長 沢 俊 夫 令和６年３月26日 任期満了
取締役
東京濾器㈱顧問

員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。被保険者がその

職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受ける

ことによって生じることのある損害等について塡補することとしており、保険

料は全額当社が負担しております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が

損なわれないようにするため、法令違反の行為であることを認識して行った行

為に起因する損害等の場合には塡補の対象としないこととしております。

(2) 当事業年度中に退任した取締役及び監査等委員である取締役

(3) 取締役及び監査等委員である取締役の報酬等

①　役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、令和３年２月８日開催の取締役会において、取締役（監査等
委員を除く。）の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議してお
ります。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等につい
て、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で
決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針
に沿うものであると判断しております。
　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおり
です。

　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、同じ）の報酬は、
「固定報酬」、「賞与」、及び「退職金」とする。これらはすべて金銭
報酬であり、賞与は担当部門の業績や業務執行状況等を勘案して決定す
る業績連動報酬である。また、非金銭報酬として「ストックオプショ
ン」を、株主総会及び取締役会の決議により対象として認められた取締
役に対し、付与することとする。
　取締役の報酬額については、取締役会において業績等を勘案の上、当
社株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で総支給額を審議・決定
し、個人別の報酬額の決定は「役員報酬に関する規程」に基づき、代表
取締役に一任することとする。
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区　　分 員数

報酬等の種類別の総額

報酬等の総額
基本報酬

業績連動
報酬等

非金銭
報酬等

退職
慰労金

取締役（監査等委員
を除く）

（うち社外取締役）

６名
(２名)

76百万円
(－)

18百万円
(0百万円)

3百万円
(－)

0百万円
(－)

99百万円
(0百万円)

監査等委員である
取締役

（うち社外取締役）

３名
(２名)

8百万円
(3百万円)

1百万円
(0百万円)

0百万円
(－)

－
(－)

9百万円
(4百万円)

合　　　計
（うち社外役員）

９名
(４名)

85百万円
(3百万円)

19百万円
(0百万円)

4百万円
(－)

0百万円
(－)

109百万円
(4百万円)

②　当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１. 取締役及び監査等委員である取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の

使用人分給与は含まれておりません。

２．当事業年度中に退任した取締役１名がおりますが、報酬等の支払いがなかった

ため、含まれておりません。

３. 業績連動報酬等は役員賞与であり、営業利益等を業績指標としております。業

務執行の成果を示す指標であることから当該指標を選択しており、担当部門の

業績や経営に対する貢献度等を踏まえて算定しております。

４. 非金銭報酬等の内容は当社のストックオプションにかかる費用であり、割当て

の際の条件等は「①役員報酬等の内容の決定に関する方針等」のとおりであり

ます。また、当事業年度における保有状況は「Ⅲ　新株予約権等の状況（2）

当事業年度末日において当社役員が保有する職務執行の対価として交付した新

株予約権の状況」に記載しております。

５. 退職慰労金は当期における役員退職慰労引当金の繰入額０百万円（取締役２名

に対し０百万円）であります。

６. 取締役（監査等委員を除く）の報酬額は、平成29年３月24日開催の第47回定時

株主総会において年額180百万円以内（うち社外取締役10百万円）と決議して

おります（使用人分給与は含まない）。当該株主総会終結時点の取締役（監査

等委員を除く）の員数は６名（うち社外取締役は２名）であります。

７. 監査等委員である取締役の報酬額は、平成29年３月24日開催の第47回定時株主

総会において年額20百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の

監査等委員である取締役の員数は３名であります。

８. 取締役会は、各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部

門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を代表取締役会長執行役員甲田英

毅に委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取

締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したた

めであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に取締役会が

その妥当性等について確認しております。

９. 社外役員が親会社及び子会社等から受けた役員報酬等はありません。
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出席状況、発言状況及び社外取締役に

期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役 田 﨑 滋 樹

当事業年度に開催された取締役会７回の全てに出席

いたしました。本人の経歴、見識等、経営的見地か

ら議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

同氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知

識に基づき、経営の監督と経営全般への助言など社

外取締役に求められる役割・責務を十分に発揮して

おります。

取 締 役 角 谷 明 洋

取締役に就任以降に開催された取締役会５回の全て

に出席いたしました。本人の経歴、見識等、経営的

見地から議案審議等に必要な発言を適宜行っており

ます。同氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅

広い知識に基づき、経営の監督と経営全般への助言

など社外取締役に求められる役割・責務を十分に発

揮しております。

取 締 役

監査等委員
山 口 俊 明

当事業年度に開催された取締役会７回の全てに、監

査等委員会６回の全てに出席いたしました。それぞ

れの会において公認会計士としての専門的見地から

発言を適宜行っております。同氏は、公認会計士と

しての豊富な経験と幅広い知識に基づき、当社の経

営に対する実効性の高い監督等に十分な役割・責務

を果たしております。

取 締 役

監査等委員
菅 谷 雄 一

当事業年度に開催された取締役会７回の全てに、監

査等委員会６回の全てに出席いたしました。それぞ

れの会において弁護士としての専門的見地から必要

な発言を適宜行っております。同氏は、弁護士とし

ての豊富な経験と幅広い知識に基づき、独立した立

場から取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十

分な役割・責務を果たしております。

(4) 社外役員に関する事項

①　重要な兼職の状況及び当社と兼職先との関係

・取締役田﨑滋樹氏は日本総合住生活㈱の取締役を兼務しております。な

お、当社は同社との間に製品販売等の取引関係があります。

・取締役角谷明洋氏は東京濾器㈱の取締役を兼務しております。なお、当

社は同社との間に製品販売等の取引関係があります。

・監査等委員である取締役菅谷雄一氏は吉川総合法律事務所に所属されて

いる弁護士であります。なお、当社は同事務所と顧問契約を締結の上、

法律顧問としての報酬を継続して支払っておりますが、金額は僅少であ

り、かつ同事務所が受領する報酬総額に占める割合も僅少であります。

②　当事業年度における主な活動状況
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支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 33百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他
の財産上の利益の合計額

33百万円

Ⅴ　会計監査人の状況

(1) 名称

　　有限責任 あずさ監査法人

(2) 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品

取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区

分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合

計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び

報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったう

えで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要

があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再

任に関する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると

認められる場合、監査等委員会は監査等委員である取締役全員の同意に基づ

き、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査

等委員である取締役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監

査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

(5) 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。
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Ⅵ　業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ

の他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容及び当該体制

の運用状況の概要は以下のとおりであります。

①　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

イ）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たす

ため、コンプライアンス・ポリシー（企業行動基準）を定め、それを全取

締役に周知徹底させる。

ロ）管理担当取締役は、定期的にコンプライアンス・プログラムを策定し、

それを実施する。

ハ）取締役に対し、コンプライアンスに関する研修、マニュアルの作成・配

付等を行うこと等により、取締役に対し、コンプライアンスの知識を高

め、コンプライアンスを尊重する意識を醸成する。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

イ）取締役の職務執行に係る情報については、管理体制を整備し、法令及び

社内規程に基づき作成・保存するとともに、必要に応じて取締役、監査等

委員である取締役、会計監査人等が閲覧、謄写可能な状態にて管理する。

ロ）法令または東京証券取引所適時開示規則に則り必要な情報開示を行う。

ハ）取締役の職務執行に係る情報の作成・保存・管理状況について、監査等

委員である取締役の監査を受ける。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ）情報漏洩に関するリスク

顧客の機密情報や個人情報の取扱・管理・保存については、ＩＳＭＳ

（情報セキュリティマネジメントシステム）認証基準及びプライバシーマ

ーク認証基準に準拠したリスク管理体制の構築及び運用を行う。情報管理

について社員教育の実施、管理体制の整備、情報漏洩防止のための設備投

資などを行う。

ロ）災害発生時における顧客情報の管理に関するリスク

災害時に対するリスク管理については、自社所有のデータセンターに、

免震構造の建物、火災、漏水センサーの設置、停電時における電源確保の

ための自家発電装置の設置等を行っており、災害発生時に顧客のシステム

運用受託、機器の預かり管理等の業務への影響を少なくするよう備える。
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なお、東日本大震災での対応実績を踏まえ、今後も、適宜災害に対する

リスク管理体制の見直し・強化を図る。

ハ）システム開発に関するリスク

部門別にプロジェクト会議を開催し、システム開発過程での問題点に対

して早期是正の徹底を図ることとする。また、この会議に担当取締役は積

極的に参画し多角的に問題分析、改善提言を実行する。

ニ）その他のリスク

その他の各種リスクに対しては、それぞれ対応部門にて、必要に応じ規

則、研修、マニュアルの作成等を行う体制をとる。

各部門は、それぞれの部門に関するリスクの管理を行う。各部門の長

は、必要によりリスク管理の状況を取締役会に報告する。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ）年次事業計画を定め、会社として達成すべき目標を明確化するととも

に、取締役ごとに業績目標を明確化し、かつその評価方法を明らかにする

ものとする。

ロ）業績の評価を適時に行えるよう情報システムの整備をする。

ハ）部門評価基準に基づき、業績への責任を明確にするとともに、資本効率

の向上を図る。

ニ）意思決定プロセスの簡素化等により意思決定の迅速化を図るとともに、

重要な事項については適時取締役会を開催して慎重な意思決定を行う。

⑤　使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

イ）使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たす

ため、コンプライアンス・ポリシー（企業行動基準）を定め、それを全使

用人に周知徹底させる。

ロ）管理担当取締役は、定期的にコンプライアンス・プログラムを策定し、

それを実施する。

ハ）使用人に対し、コンプライアンスに関する研修、マニュアルの作成・配

付等を行うこと等により、使用人に対し、コンプライアンスの知識を高

め、コンプライアンスを尊重する意識を醸成する。
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⑥　会社ならびに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確

保するための体制

イ）関係会社管理規程に基づき、グループ全体のコンプライアンス体制の構

築に努める。

ロ）関係会社管理の担当部署を置き、関係会社の状況に応じて必要な管理を

行う。

ハ）関係会社管理部は、グループ全体のリスクの評価及び管理の体制を適切

に構築し、運用する。

ニ）グループ内取引の公正性を保持するため、グループ内取引については、

必要に応じて監査等委員である取締役、担当公認会計士が審査する。

⑦　監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求め

た場合における当該使用人に関する事項

監査等委員である取締役の業務を補助すべき使用人を置くことを求められ

た場合には、取締役社長は、監査等委員である取締役と協議の上合理的な範

囲で必要な人員を配置する。

⑧　前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

当該使用人の監査業務に対する指揮命令権限は、監査業務を補助する範囲

内において監査等委員である取締役または監査等委員会に帰属するものと

し、取締役からの独立性を確保するものとする。

⑨　取締役及び使用人が監査等委員である取締役に報告するための体制、その

他の監査等委員である取締役への報告に関する体制、及び当社の監査等委

員である取締役または子会社の監査役に報告をした者が報告をしたことを

理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

イ）取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生しまたは発

生する恐れがあるとき、役職員による違法または不正な行為を発見したと

き、その他監査等委員会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、

監査等委員である取締役に報告する。

ロ）部門を統括する取締役は、必要により監査等委員である取締役と協議の

上、担当する部門のリスク管理体制について報告するものとする。

ハ）法令に則り、当社または子会社の役職員が当社監査等委員である取締役

に対して報告を行ったことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いを禁

止する。
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⑩　当社の監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用または債

務の処理に係る方針に関する事項、その他監査等委員である取締役の監査

が実効的に行われることを確保するための体制

イ）役職員の監査等委員である取締役による監査に対する理解を深め、監査

等委員である取締役による監査の環境を整備するように努める。

ロ）監査等委員会は、監査上の重要課題等について代表取締役と必要に応じ

意見交換を行う。また、内部監査室との連携を図り、適切な意思疎通及び

効果的な監査業務の遂行を図る。

ハ）監査等委員である取締役は、会計監査人と定期的に会合を持ち情報及び

意見の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人へ報告を求める。

ニ）監査等委員である取締役がその職務の執行について生ずる費用または債

務の処理を請求したときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査等

委員である取締役の職務の執行に必要と認められる場合は速やかに当該費

用または債務を処理する。

⑪　財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、財務報告の信頼性の確保及び金融商品取引法に基づく、内部統制

の有効性の評価かつ内部統制報告書の適切な提出に向け、内部統制システム

を構築する。また、本システムが適正に機能し、運用が継続されるよう評価

及び是正を行う。

⑫　反社会的勢力への対応に関する基本方針

当社は、反社会的勢力に断固たる態度で対応し、関係を遮断するため、以

下のとおり、「反社会的勢力への対応に関する基本方針」を定めます。

イ）反社会的勢力排除に向けた社会的責任及び反社会的勢力による苦情・相

談を装った圧力等からの企業防衛の重要性を十分認識し、反社会的勢力と

の関係遮断を重視した業務運営を行います。

ロ）反社会的勢力による不当要求に対しては、組織として対応し、断固とし

て拒絶します。

ハ）反社会的勢力に対する資金提供及び不適切・異例な便宜供与は行いませ

ん。

ニ）反社会的勢力への対応に際し、適切な助言、協力を得ることができるよ

う、平素より警察、弁護士、暴力追放運動推進センター等との連携強化を

図ります。
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ホ）反社会的勢力による不当要求があった場合は、法的対抗措置を講じる

等、断固たる態度で対応を行います。

⑬　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社は、必要に応じ、当社及び子会社の役職員へのコンプライアンスの周

知徹底を継続的な教育・研修を通じて行っております。また、当社及び子会

社の内部統制責任者は、四半期ごとに内部統制の進捗状況を確認し、問題点

を把握した場合若しくは疑義がある場合は監査等委員会に報告するとともに

協議を行っております。

Ⅶ　会社の支配に関する基本方針

当社は、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基

本方針については、特に定めておりません。

Ⅷ　剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、「取締役会の決議によって剰余金の配当等を決定することができ

る」旨を定款で定めております。

当社は、株主様に対する利益還元を経営の重要な課題の一つとして認識して

おります。安定的な経営基盤の確保と株主資本比率の向上に努めるとともに、

配当につきましても安定した配当の継続を業績に応じて行うことを基本方針と

しております。また、当社はこれまで、年１回の期末配当を実施してまいりま

したが、決算の平準化も進んできており、株主の皆様への利益還元の機会を更

に充実させるべく、今期より、中間配当及び期末配当の2回の剰余金の配当を

行うことといたしました。

内部留保資金につきましては、主に今後の事業拡大のための研究開発活動や

Ｍ＆Ａ等の原資、及び財政状態の安定化に活用してまいりたいと考えておりま

す。

なお、当社は、令和６年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式

分割を行っております。
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（令和６年12月31日現在） （単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資　産　の　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

契 約 資 産

有 価 証 券

商 品

仕 掛 品

貯 蔵 品

前 払 費 用

未 収 入 金

その他の流動資産

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 装 置

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

無 形 固 定 資 産

水 道 施 設 利 用 権

電 話 加 入 権

ソ フ ト ウ エ ア

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 出 資 金

保 証 金 敷 金

前 払 年 金 費 用

長 期 前 払 費 用

破 産 更 生 債 権 等

そ の 他 の 投 資 等

貸 倒 引 当 金
　

49,543,980

7,364,921

2,176,207

18,388

2,586,170

147,535

309,448

127

854,628

8,104

201,329

73,923

989,329

△270

42,179,058

6,422,493

1,757,140

8,976

4,707

7,232

322,012

4,322,424

250,255

335

4,752

245,167

35,506,308

35,161,103

206,551

1,000

64,350

58,229

7,732

381

7,306

△346
　

（負　債　の　部） 9,545,666

流 動 負 債 5,257,743

買 掛 金 623,950

関係会社短期借入金 188,253

未 払 金 1,360,100

未 払 費 用 417,641

未 払 法 人 税 等 1,099,000

未 払 事 業 所 税 19,792

未 払 消 費 税 等 364,619

契 約 負 債 236,967

預 り 金 586,535

賞 与 引 当 金 336,844

役 員 賞 与 引 当 金 19,700

その他の流動負債 4,338

固 定 負 債 4,287,923

役員退職慰労引当金 10,429

預 り 敷 金 10,253

繰 延 税 金 負 債 4,267,240

（純 資 産 の 部） 39,998,313

株 主 資 本 29,740,589

資 本 金 1,370,150

資 本 剰 余 金 1,333,923

資 本 準 備 金 1,302,350

その他資本剰余金 31,573

利 益 剰 余 金 28,722,254

利 益 準 備 金 179,123

その他利益剰余金 28,543,130

別 途 積 立 金 24,760,450

繰越利益剰余金 3,782,680

自 己 株 式 △1,685,738

評価・換算差額等 10,128,580

その他有価証券評価差額金 10,128,580

新 株 予 約 権 129,143

合 計 49,543,980 合 計 49,543,980

貸　借　対　照　表

（注）　記載金額は、千円未満を切捨てて表記しております。
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(令和６年１月１日から
令和６年12月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 19,371,519

売 上 原 価 10,954,026

売 上 総 利 益 8,417,492

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,865,679

営 業 利 益 5,551,813

営 業 外 収 益 887,116

受 取 利 息 及 び 配 当 金 849,032

有 価 証 券 償 還 益 11,395

雑 収 入 26,689

営 業 外 費 用 3,485

支 払 利 息 1,291

有 価 証 券 償 還 損 322

雑 損 失 1,870

経 常 利 益 6,435,444

特 別 利 益 320,526

固 定 資 産 売 却 益 219

新 株 予 約 権 戻 入 益 8,547

投 資 有 価 証 券 売 却 益 311,759

特 別 損 失 307,047

固 定 資 産 除 却 損 21,717

投 資 有 価 証 券 売 却 損 285,329

税 引 前 当 期 純 利 益 6,448,924

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,982,916

法 人 税 等 調 整 額 △21,314

当 期 純 利 益 4,487,322

損　益　計　算　書

（注）　記載金額は、千円未満を切捨てて表記しております。
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(令和６年１月１日から
令和６年12月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金
その他

資本剰余金

資本剰余
金 合 計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金 合 計別途積立金

繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 1,370,150 1,302,350 62,898 1,365,248 179,123 22,780,450 4,221,248 27,180,822

事業年度中の変動額

別途積立金の積立 1,980,000 △1,980,000 ―

剰 余 金 の 配 当 △2,945,890 △2,945,890

当 期 純 利 益 4,487,322 4,487,322

自 己 株 式 の 処 分 △31,324 △31,324

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 ― ― △31,324 △31,324 ― 1,980,000 △438,568 1,541,431

当 期 末 残 高 1,370,150 1,302,350 31,573 1,333,923 179,123 24,760,450 3,782,680 28,722,254

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計
自 己 株 式

株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △1,791,508 28,124,713 5,527,609 5,527,609 93,504 33,745,827

事業年度中の変動額

別途積立金の積立 ― ―

剰 余 金 の 配 当 △2,945,890 △2,945,890

当 期 純 利 益 4,487,322 4,487,322

自 己 株 式 の 処 分 105,769 74,444 74,444

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額(純額)

4,600,970 4,600,970 35,639 4,636,610

事業年度中の変動額合計 105,769 1,615,876 4,600,970 4,600,970 35,639 6,252,486

当 期 末 残 高 △1,685,738 29,740,589 10,128,580 10,128,580 129,143 39,998,313

株主資本等変動計算書

（注）　記載金額は、千円未満を切捨てて表記しております。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①子会社株式及び関連会社株式……………移動平均法による原価法

②その他有価証券……………………………市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）

なお、組込デリバティブを区分して測定すること

ができない複合金融商品は、全体を時価評価して

おります。

市場価格のない株式等

国内非上場株式

移動平均法による原価法

投資事業組合等

投資事業組合等の事業年度の財務諸表及び事業

年度の中間会計期間に係る中間財務諸表に基づ

いて、持分相当額を純額で計上しております。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

①商品、仕掛品………………………………個別法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の

低下に基づく簿価の切下げの方法により算定）

②貯蔵品………………………………………先入先出法による原価法（貸借対照表価額は、収益

性の低下に基づく簿価の切下げの方法により算定）

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産………………………………平成19年３月31日以前に取得したもの

旧定率法

平成19年４月１日以降に取得したもの

定率法

ただし、平成10年10月１日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に

取得した建物附属設備及び構築物については、定額

法によっております。

②無形固定資産………………………………定額法

③長期前払費用………………………………定額法

(4) 引当金の計上基準

①貸倒引当金…………………………………債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。
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②賞与引当金…………………………………従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当事

業年度負担額を計上しております。

③役員賞与引当金……………………………役員の賞与支給に備えるため、当事業年度における

支給見込額を計上しております。

④工事損失引当金……………………………受注制作のソフトウェア開発契約等について、総原

価が総収益を超過する可能性が高く、かつ、その損

失見込額を合理的に見積ることができる場合には、

当該損失見込額を計上しております。

⑤退職給付引当金……………………………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、

当事業年度末において発生していると認められる額

を計上しております。過去勤務費用は、主としてそ

の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（３年）による定額法により費用処理をしてお

ります。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時

における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌事業年度から費用処理することとしてお

ります。

なお、計算の結果、当事業年度においては、退職給

付引当金が借方残高となったため前払年金費用とし

て投資その他の資産に計上しております。

⑥役員退職慰労引当金………………………役員退職慰労金の支給に充当するため、役員退職慰

労金内規に基づく当事業年度末要支給額を計上して

おります。

(5) 収益及び費用の計上基準……………………当社は、情報処理・ソフトウェア開発業務を主たる

業務としており、顧客との契約から生じる収益に関

する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足す

る通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下

のとおりです。

①ソフトウェア開発売上……………………ソフトウェア開発は、顧客との契約内容に基づき、

顧客仕様のソフトウェア開発等を行っております。

当該契約については、一定の期間にわたり履行義務

が充足されると判断し、期間がごく短い場合を除

き、履行義務の充足に係る進捗度に基づき一定の期

間にわたり収益を認識しております。履行義務の充

足に係る進捗度の見積りの方法は、総原価に占める

発生原価の割合によるインプット法にて算出してお

ります。
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②システム運用売上…………………………システム運用売上は、顧客との契約に基づき、シス

テム運用に関する役務・サービスを提供しておりま

す。当該契約については、顧客に役務・サービスが

提供される時間の経過に応じて履行義務が充足され

ると判断し、契約期間にわたり均等に収益を認識し

ております。

③ファシリティサービス売上………………ファシリティサービス等の販売を行っております。

このような商品等の販売については、顧客に商品等

を引き渡した時点で収益を認識しております。

④機器販売売上………………………………ハードウェア商品等の販売を行っております。この

ような商品等の販売については、顧客に商品等を引

き渡した時点で収益を認識しております。

⑤ファイナンス・リース売上………………所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、リース取引開始日に売上高と売上原価を計上

し、利息法に基づき各期末日後に対応する利益を繰

り延べる方法によっております。

２．収益認識に関する注記

収益を理解するための基礎となる情報

…………………１．重要な会計方針に係る事項に関する注記(5) 収

益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

３．会計上の見積りに関する注記

ソフトウェア開発契約等における収益の認識

（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

…………………当事業年度末における履行義務の充足に係る進捗度

に基づき収益を認識している受注制作のソフトウェ

ア開発契約等の売上高は期中に完成したものを含め

466,835千円であります。

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

…………………連結計算書類「連結注記表」の３．会計上の見積り

に関する注記　ソフトウェア開発契約等における収

益の認識　(2) 識別した項目に係る重要な会計上の

見積りの内容に関する情報に記載した情報と同一で

あります。
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額……………5,252,389千円

売掛金 8,397千円

未収入金 29,337千円

買掛金 23,163千円

売上高 36,162千円

仕入高 69,937千円

営業取引以外の取引高 10,920千円

普通株式……………………………………806,452株

工事損失引当金

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

…………………当事業年度末における工事損失引当金の計上額は

111,748千円であります。

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

…………………連結計算書類「連結注記表」の３．会計上の見積り

に関する注記　工事損失引当金　(2) 識別した項目

に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報に

記載した情報と同一であります。

４．貸借対照表に関する注記

(2) 関係会社に対する金銭債権債務……………関係会社に対する金銭債権債務は以下のとおりであ

ります。（区分表示したものを除く）

(3) 工事損失引当金の処理………………………損失の発生が見込まれる受注制作のソフトウェア開

発契約等に係る仕掛品は、これに対応する工事損失

引当金111,748千円を相殺表示しております。

５．損益計算書に関する注記

関係会社に対する取引高……………………関係会社に対する営業取引による取引高及び営業外

取引における取引高は以下のとおりであります。

６．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数

－ 30 －



賞与引当金 103,006千円

未払事業税 64,982千円

役員退職慰労引当金 3,189千円

土地減損損失 32,617千円

貸倒引当金 188千円

子会社株式評価損 2,240千円

その他 6,052千円

繰延税金資産合計 212,277千円

前払年金費用 △17,806千円

その他有価証券 △4,461,711千円

繰延税金負債合計 △4,479,517千円

繰延税金資産（負債）の純額 △4,267,240千円

(1) １株当たり純資産額 2,228円13銭

(2) １株当たり当期純利益 251円16銭

７．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

……………繰延税金資産

繰延税金負債

８．関連当事者との取引に関する注記

　重要性が乏しいため、記載を省略しております。

９．１株当たり情報に関する注記

10．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。

11．継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

－ 31 －



（令和６年12月31日現在） （単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資　産　の　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形、売掛金及び契約資産

有 価 証 券

棚 卸 資 産

その他の流動資産

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土 地

無 形 固 定 資 産

その他の無形固定資産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

退職給付に係る資産

繰 延 税 金 資 産

その他の投資その他の資産

貸 倒 引 当 金
　

49,715,213

7,431,595

2,200,666

2,805,000

309,448

865,046

1,251,703

△269

42,283,618

6,699,362

1,793,661

11,939

395,734

4,498,025

251,226

251,226

35,333,029

35,175,676

75,594

909

81,196

△346
　

（負　債　の　部） 9,395,888

流 動 負 債 5,102,655

買 掛 金 650,417

未 払 金 1,359,749

未 払 費 用 417,641

未 払 法 人 税 等 1,103,680

預 り 金 586,535

賞 与 引 当 金 338,620

役 員 賞 与 引 当 金 19,700

その他の流動負債 626,311

固 定 負 債 4,293,233

役員退職慰労引当金 10,429

繰 延 税 金 負 債 4,272,550

その他の固定負債 10,253

（純 資 産 の 部） 40,319,324

株 主 資 本 30,049,044

資 本 金 1,370,150

資 本 剰 余 金 1,333,923

利 益 剰 余 金 29,030,709

自 己 株 式 △1,685,738

その他の包括利益累計額 10,140,635

その他有価証券評価差額金 10,128,580

退職給付に係る調整累計額 12,055

新 株 予 約 権 129,143

非支配株主持分 500

合 計 49,715,213 合 計 49,715,213

連 結 貸 借 対 照 表

（注）　記載金額は、千円未満を切捨てて表記しております。
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(令和６年１月１日から
令和６年12月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 19,634,244

売 上 原 価 11,141,556

売 上 総 利 益 8,492,688

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,916,226

営 業 利 益 5,576,461

営 業 外 収 益 877,466

受 取 利 息 及 び 配 当 金 840,284

有 価 証 券 償 還 益 11,395

雑 収 入 25,786

営 業 外 費 用 2,214

支 払 利 息 21

有 価 証 券 償 還 損 322

雑 損 失 1,870

経 常 利 益 6,451,712

特 別 利 益 320,526

固 定 資 産 売 却 益 219

新 株 予 約 権 戻 入 益 8,547

投 資 有 価 証 券 売 却 益 311,759

特 別 損 失 307,047

固 定 資 産 除 却 損 21,717

投 資 有 価 証 券 売 却 損 285,329

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 6,465,191

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,990,657

法 人 税 等 調 整 額 △21,255

当 期 純 利 益 4,495,790

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 17

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 4,495,772

連 結 損 益 計 算 書

（注）　記載金額は、千円未満を切捨てて表記しております。
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(令和６年１月１日から
令和６年12月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本
その他の

包括利益累計額

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計
その他有価証券
評 価 差 額 金

当 期 首 残 高 1,370,150 1,365,248 27,480,826 △1,791,508 28,424,717 5,527,609

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △2,945,890 △2,945,890

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

4,495,772 4,495,772

自 己 株 式 の 処 分 △31,324 105,769 74,444

株主資本以外の項目の連結会計
年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 )

4,600,970

連結会計年度中の変動額合計 ― △31,324 1,549,882 105,769 1,624,327 4,600,970

当 期 末 残 高 1,370,150 1,333,923 29,030,709 △1,685,738 30,049,044 10,128,580

その他の包括利益累計額

新 株 予 約 権 非支配株主持分 純 資 産 合 計退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の
包括利益累計額
合計

当 期 首 残 高 15,464 5,543,073 93,504 492 34,061,787

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △8 △2,945,899

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

4,495,772

自 己 株 式 の 処 分 74,444

株主資本以外の項目の連結会計
年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 )

△3,408 4,597,562 35,639 17 4,633,218

連結会計年度中の変動額合計 △3,408 4,597,562 35,639 8 6,257,536

当 期 末 残 高 12,055 10,140,635 129,143 500 40,319,324

連結株主資本等変動計算書

（注）　記載金額は、千円未満を切捨てて表記しております。
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

①連結子会社の数……………………………１社

連結子会社の名称

イースタンリース株式会社

②非連結子会社の数…………………………２社

非連結子会社の名称

大連東計軟件有限公司

Toukei Thailand co,Ltd.

③連結の範囲から除いた理由………………非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益及び利

益剰余金（いずれも持分に見合う額）はいずれも小

規模であり全体としても連結計算書類に重要な影響

を及ぼしていないため、連結の範囲から除外してお

ります。

(2) 持分法の適用に関する事項

①持分法を適用した関連会社の数…………該当ありません。

②持分法を適用しない非連結子会社の数…２社

持分法を適用しない非連結子会社の名称

大連東計軟件有限公司

Toukei Thailand co,Ltd.

③持分法を適用しない関連会社の数………１社

ファインシステム株式会社

④持分法を適用しない理由…………………非連結子会社及び関連会社についてはそれぞれ当期

純損益及び利益剰余金（いずれも持分に見合う額）

等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重

要性がないためこれらの会社に対する投資について

は持分法を適用せず、原価法により評価しておりま

す。

－ 35 －



(3) 会計方針に関する事項

①重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．その他有価証券………………………市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）

なお、組込デリバティブを区分して測定すること

ができない複合金融商品は、全体を時価評価して

おります。

市場価格のない株式等

国内非上場株式

移動平均法による原価法

投資事業組合等

投資事業組合等の事業年度の財務諸表及び事業

年度の中間会計期間に係る中間財務諸表に基づ

いて、持分相当額を純額で計上しております。

ロ．棚卸資産

商品、仕掛品………………………個別法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の

低下に基づく簿価の切下げの方法により算定）

貯蔵品………………………………先入先出法による原価法（貸借対照表価額は、収益

性の低下に基づく簿価の切下げの方法により算定）

②重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産…………………………平成19年３月31日以前に取得したもの

旧定率法

平成19年４月１日以降に取得したもの

定率法

ただし、平成10年10月１日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に

取得した建物附属設備及び構築物については、定額

法によっております。

ロ．無形固定資産…………………………定額法

ハ．長期前払費用…………………………定額法

③重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金……………………………債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金……………………………従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当事

業年度負担額を計上しております。

ハ．役員賞与引当金………………………役員の賞与支給に備えるため、当事業年度における

支給見込額を計上しております。
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ニ．工事損失引当金………………………受注制作のソフトウェア開発契約等について、総原

価が総収益を超過する可能性が高く、かつ、その損

失見込額を合理的に見積ることができる場合には、

当該損失見込額を計上しております。

ホ．役員退職慰労引当金…………………役員退職慰労金の支給に充当するため、役員退職慰

労金内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上

しております。

④収益及び費用の計上基準…………………当社グループは、情報処理・ソフトウェア開発業務

を主たる業務としており、顧客との契約から生じる

収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務

を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時

点）は以下のとおりです。

イ．ソフトウェア開発売上………………ソフトウェア開発は、顧客との契約内容に基づき、

顧客仕様のソフトウェア開発等を行っております。

当該契約については、一定の期間にわたり履行義務

が充足されると判断し、期間がごく短い場合を除

き、履行義務の充足に係る進捗度に基づき一定の期

間にわたり収益を認識しております。履行義務の充

足に係る進捗度の見積りの方法は、総原価に占める

発生原価の割合によるインプット法にて算出してお

ります。

ロ．システム運用売上……………………システム運用売上は、顧客との契約に基づき、シス

テム運用に関する役務・サービスを提供しておりま

す。当該契約については、顧客に役務・サービスが

提供される時間の経過に応じて履行義務が充足され

ると判断し、契約期間にわたり均等に収益を認識し

ております。

ハ．ファシリティサービス売上…………ファシリティサービス等の販売を行っております。

このような商品等の販売については、顧客に商品等

を引き渡した時点で収益を認識しております。

ニ．機器販売売上…………………………ハードウェア商品等の販売を行っております。この

ような商品等の販売については、顧客に商品等を引

き渡した時点で収益を認識しております。

ホ．ファイナンス・リース売上…………所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、リース取引開始日に売上高と売上原価を計上

し、利息法に基づき各期末日後に対応する利益を繰

り延べる方法によっております。
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⑤退職給付に係る会計処理の方法…………従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末

における見込額に基づき、退職給付債務から年金資

産の額を控除した額を計上しております。過去勤務

費用は、主としてその発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（３年）による定額法によ

り費用処理しております。数理計算上の差異は、主

として各連結会計年度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定

額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理しております。未認識数理計算

上の差異については、税効果を調整の上、純資産の

部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係

る調整累計額に計上しております。

なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込

額を当連結会計年度までの期間に帰属させる方法に

ついては、給付算定式基準によっております。

２．収益認識に関する注記

(1) 収益の分解……………………………………当社グループは、情報処理・ソフトウェア開発業

務、機器販売業務及びリース等その他の業務を営ん

でおり、各事業の主な財又はサービスの種類は、顧

客仕様のソフトウェア開発、システム運用に関する

役務、ファシリティサービス等の販売、ハードウェ

ア商品等の販売及びＯＡ機器のレンタルでありま

す。

また、各事業の売上高は以下のとおりであります。

－ 38 －



報告セグメント
合計情報処理・ソフト

ウェア開発業務
機器販売業務 リース等その他の業務

ソフトウェア開発売上 5,244,247 － － 5,244,247

システム運用売上 10,882,786 － － 10,882,786

ファシリティサービス売上 1,716,860 － － 1,716,860

機器販売売上 － 1,459,241 － 1,459,241

顧客との契約から生じる収益 17,843,894 1,459,241 － 19,303,136

その他の収益（注） － － 331,107 331,107

外部顧客への売上高 17,843,894 1,459,241 331,107 19,634,244

当連結会計年度期首

（令和６年１月１日）

当連結会計年度末

（令和６年12月31日）

顧客との契約から生じた債権

契約資産

契約負債

2,418,160

73,976

199,665

2,604,558

147,535

236,967

（単位：千円）

（注）その他の収益は「リース取引に関する会計基準」に基づくリース等収益であります。

(2) 収益を理解するための基礎となる情報

…………………１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事

項に関する注記等（3）会計方針に関する事項 ④収

益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

(3) 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報

①契約資産及び契約負債の残高等…………

（単位：千円）

契約資産は、当社グループが行うソフトウェア開発

業務において、顧客仕様のシステム開発の履行義務

の充足部分と交換に受け取る対価に対する権利のう

ち、債権を除いたものです。

契約資産は、顧客の検収等により、債権に振り替え

られます。

契約負債は、当社グループが行う各種業務におい

て、顧客から受領した対価のうち既に収益として認

識した額を上回る部分であります。契約負債は各種

サービスの提供によって履行義務が充足され、収益

へと振り替えられます。

当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首時

点で契約負債に含まれていた額は153,079千円であ

ります。

なお、当連結会計年度において、過去の期間に充足

した履行義務から認識した金額は軽微であります。
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当連結会計年度末

（令和６年12月31日）

当連結会計年度末時点で未充足の履行義務に配分

した取引価格 187,055

収益が見込まれる時期

１年以内

１年超

182,786

4,269

②残存履行義務に配分した取引価格………

（単位：千円）

３．会計上の見積りに関する注記

ソフトウェア開発契約等における収益の認識

（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

…………………当連結会計年度末における履行義務の充足に係る進

捗度に基づき収益を認識している受注制作のソフト

ウェア開発契約等の売上高は期中に完成したものを

含め466,835千円であります。

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

…………………当社は、受注制作のソフトウェア開発契約等（以下

「ソフトウェア開発契約等」という。）のうち、一

定の期間にわたり充足される履行義務については、

履行義務の充足に係る進捗度を見積り、期間がごく

短い場合を除き当該進捗度に基づき一定の期間にわ

たり収益を認識しております。この進捗度の見積り

の方法は、総原価に占める発生原価割合によるイン

プット法にて算定しております。

ソフトウェア開発契約等は、顧客要望によって仕様

が異なるため、開発内容に個別性があります。ま

た、開発着手後に新たに判明した事実や状況変化に

より作業内容の変更や工数の見直しが必要となる場

合があることから、総原価の見積りには、開発工数

を主要な仮定として織り込んでおります。

総原価を見積る際には、当連結会計年度末における

最新の状況を反映し見積もっておりますが、開発着

手後に新たに判明した事実や状況変化により見積り

の前提が変化した場合、翌連結会計年度の業績に影

響を及ぼす可能性があります。
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額……………6,115,856千円

工事損失引当金

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

…………………当連結会計年度末における工事損失引当金の計上額

は111,748千円であります。

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

…………………当社は、ソフトウェア開発契約等のうち、総原価が

総収益を超過する可能性が高く、かつ、その損失見

込額を合理的に見積ることができる場合には、当該

損失見込額を工事損失引当金として計上しておりま

す。

ソフトウェア開発契約等は、顧客要望によって仕様

が異なるため、開発内容に個別性があります。ま

た、開発着手後に新たに判明した事実や状況変化に

より作業内容の変更や工数の見直しが必要となる場

合があることから、総原価の見積りには、開発工数

を主要な仮定として織り込んでおります。

総原価を見積る際には、当連結会計年度末における

最新の状況を反映し見積もっておりますが、開発着

手後に新たに判明した事実や状況変化により見積り

の前提が変化した場合、翌連結会計年度の業績に影

響を及ぼす可能性があります。

４．連結貸借対照表に関する注記

(2) 契約資産及び契約負債の金額………………２．収益認識に関する注記（3）当期及び翌期以降

の収益の金額を理解するための情報　① 契約資産

及び契約負債の残高等に記載のとおりであります。

(3) 工事損失引当金の処理………………………損失の発生が見込まれる受注制作のソフトウェア開

発契約等に係る仕掛品は、これに対応する工事損失

引当金111,748千円を相殺表示しております。

５．連結損益計算書に関する注記

顧客との契約から生じる収益の金額

…………………２．収益認識に関する注記（1）収益の分解に記載

のとおりであります。
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(1) 当連結会計年度末日における発行済株式の総数 18,700,000株

・配当金の総額 1,962,724千円

・１株当たり配当金額 220円

・基準日 令和５年12月31日

・効力発生日 令和６年３月27日

・配当金の総額 983,166千円

・１株当たり配当金額 55円

・基準日 令和６年６月30日

・効力発生日 令和６年９月２日

・配当金の総額 1,252,548千円

・１株当たり配当金額 70円

・基準日 令和６年12月31日

・効力発生日 令和７年３月27日

・普通株式 27,200株

６．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(2) 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額等

令和６年３月26日開催の第54回定時株主総会決議による配当に関する事項

なお、令和６年１月１日付けで普通株式１株につき、２株の割合で株式分割を行ってお

りますが、「１株当たり配当額」につきましては、当該株式分割前の金額を記載してお

ります。

令和６年８月５日開催の取締役会決議による配当に関する事項

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

令和７年３月26日開催予定の第55回定時株主総会決議による配当に関する事項

③当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除

く。）の目的となる株式の種類及び数

７．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針

　当社グループの資金運用は主として余資を安全性の高い金融資産で運用しております。また、

資金調達は全て自己資金を充当し、不足分を銀行借入による方針としております。

②金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である受取手形及び売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。

　その他有価証券は主として株式及び債券であり、いずれも市場価格の変動リスクに晒されてお

ります。

　また、債券については外貨建てのものがあり、為替変動によるリスクに晒されております。

　営業債務である買掛金等については、資金調達に係る流動性リスクがあります。
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連結貸借対照表
計上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

有価証券及び投資有価証券 35,354,371 35,354,371 －

資産計 35,354,371 35,354,371 －

区分 当連結会計年度（千円）

非上場株式 52,188

区分 当連結会計年度（千円）

組合出資等 78,564

③金融商品に係るリスク管理体制

イ．信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理

　当社グループは、債権管理規程に従い取引先ごとに期日管理及び残高管理を行い、毎月取

引先の状況を経営会議において報告しております。また、与信管理に係る規程に従い、取引

先ごとにリスクの軽減を図る体制をとっております。

ロ．市場リスク（株式価格や債券価格等の変動リスク）の管理

　その他有価証券については、定期的に時価を把握し、取締役会に報告を行っております。

ハ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　当社グループは、各部署からの報告に基づき経理課が適時に資金繰計画を作成・更新する

方法により流動性リスクを管理しています。

④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す

ることにより、当該価額が変動することがあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

令和６年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

おりであります。

※１. 「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「買掛金」、「未払金」及び「未払法人税

等」については、現金であること、又は短期間で決済されるため時価が帳簿価額と近似して

いることから、記載を省略しております。

※２. 市場価格のない株式等は、上表の有価証券及び投資有価証券には含まれておりません。当該

金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

※３. 連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資は、「時価の算定に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日）第24－16項に基づ

き、時価開示の対象とはしておりません。当該出資の連結貸借対照表計上額は以下のとおり

であります。
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区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券

　その他有価証券

　　株式

　　債券

　　その他

27,375,246

－

5,295,486

－

2,576,053

92,314

－

－

－

27,375,246

2,576,053

5,387,801

資産計 32,670,733 2,668,368 － 35,339,101

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３

つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成され

る当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定し

た時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の

時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ

トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類

しております。

時価をもって連結貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

（注１）投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等

の基準価額を時価とみなすもの（連結貸借対照表計上額15,270千円）については、上記

表には含めておりません。

（注２）時価の算定に用いた評価技法及び算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されてい

るため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

債券については市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められな

いため、レベル２の時価に分類しております。

その他について、上場投資信託及び上場不動産投資信託は活発な市場で取引されている

ため、その時価をレベル１の時価で分類しております。また、市場における取引価格が

存在しない投資信託は解約または買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求め

られるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル２の時価に分類し

ております。
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連結貸借対照表計上額（千円） 時価（千円）

495,930 464,941

１株当たり純資産額 2,246円04銭

１株当たり当期純利益 251円63銭

８．賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社では、東京都その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸住宅を所有し

ております。なお、当該賃貸住宅の一部については、当社が使用しているため、賃貸等不動産と

して使用される部分を含む不動産としております。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

（注１）連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額及び一部の土地

につきましては減損損失額を取得原価から直接控除した金額であります。

（注２）当連結会計年度末の時価は、自社で合理的に算定した価額（指標等を用いて調整を行っ

たものを含む）であります。

９．１株当たり情報に関する注記

10．重要な後発事象に関する注記

　　　該当事項はありません。

11．継続企業の前提に関する注記

　　　該当事項はありません。
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 小 出 健 治

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 川 口 靖 仁

独立監査人の監査報告書
令和７年２月21日

株式会社　東　計　電　算

取　締　役　会　御　中

有限責任 あずさ監査法人
横浜事務所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社東計電算の令
和６年１月１日から令和６年12月31日までの第55期事業年度の計算書類、すなわち、貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書
（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての
重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監
査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと
判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他
の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載
内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれてお
らず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の
過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識
との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外に
その他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断
した場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類に係る会計監査人の監査報告
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　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作
成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該
事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執
行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正
又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告
書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の
利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断さ
れる。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の
過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施
する。
• 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監
査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
する。

• 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を
立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

• 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行わ
れた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

• 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、
また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよう
な事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企
業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書
類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の
注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。

• 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書
類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正
に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施
過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準
で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関す
る規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な
水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。

以　上
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 小 出 健 治

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 川 口 靖 仁

独立監査人の監査報告書
令和７年２月21日

株式会社　東　計　電　算

取　締　役　会　御　中

有限責任 あずさ監査法人
横浜事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社東計電算の令和６年
１月１日から令和６年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸
借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を
行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠して、株式会社東計電算及び連結子会社からなる企業集団の当該
連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監
査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における
監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規
定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫
理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他
の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載
内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれて
おらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読
の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た
知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以
外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断
した場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による
重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断
した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告
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　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類
を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には
当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執
行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不
正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報
告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表
示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書
類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の
過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施
する。
• 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表
示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人
の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

• 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立
案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

• 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われ
た会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

• 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象
又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に
関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切
でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

• 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算
書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正
に表示しているかどうかを評価する。

• 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する
十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監
査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人
は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施
過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準
で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因
を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための
セーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、令和６年１月１日から令和６年12月31日までの第55期事業年度に

おける取締役の職務の執行について監査いたしました。

　その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する

取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システ

ム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告

を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実

施しました。

①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連

携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事

項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び

主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社について

は、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて事業の報告

を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び

検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要

に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われる

ことを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査

に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備して

いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類

（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明

細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計

算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査等委員会の監査報告
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し

ているものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な

事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。ま

た、内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につ

いても、指摘すべき事項は認められません。

④事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり

当社の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さない

かどうかについての取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認

められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及びその結果は相当であると

認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及びその結果は相当であると

認めます。

令和７年３月３日

株式会社　東　計　電　算　監査等委員会

常勤監査等
委 員 今 西 行 雄 ㊞

監査等委員
(社外取締役) 山 口 俊 明 ㊞

監査等委員
(社外取締役) 菅 谷 雄 一 ㊞

　
以　上
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繰越利益剰余金 2,230,000,000円

別途積立金 2,230,000,000円

株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、当事業年度の業績ならびに今後の事業展開等を

勘案いたしまして、以下のとおり当事業年度の期末配当及びその他の剰余金の

処分をさせていただきたいと存じます。

１．期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭といたします。

②配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金70円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は、1,252,548,360円となります。

これにより、中間配当金55円とあわせた年間配当金は１株につき125

円となります。

③剰余金の配当が効力を生じる日

令和７年３月27日といたしたいと存じます。

２．その他の剰余金の処分に関する事項

①減少する剰余金の項目とその額

②増加する剰余金の項目とその額
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候 補 者

番 　 号

氏 名

（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当

社の株式数

１

こう

甲

 

　
だ

田

 

　
ひで

英

 

　
き

毅

(昭和41年５月26日生)

平成６年９月 当社入社
平成15年４月 当社経理部長就任
平成17年３月 当社取締役就任
平成18年４月 当社常務執行役員就任
平成20年３月 当社専務執行役員就任
平成23年10月 当社副社長執行役員就任
平成24年３月 当社代表取締役就任（現任）

当社社長執行役員就任
令和３年３月 当社副会長執行役員就任
令和５年３月 当社会長執行役員就任　現在

に至る

25,900株

［重要な兼職の状況］
㈱アップワード　代表取締役
イースタンリース㈱　代表取締役
東京濾器㈱　監査役

２

こ

古

 

　
が

閑

 

　
ゆう

祐

 

　
じ

二

(昭和35年２月１日生)

昭和56年６月 当社入社
平成15年４月 当社製造ｼｽﾃﾑ営業部長就任
平成17年４月 当社執行役員就任
平成19年４月 当社常務執行役員就任
平成20年３月 当社取締役就任
平成24年３月 当社執行役員就任
平成25年12月 当社常務執行役員就任
平成29年３月 当社専務執行役員就任
平成31年３月 当社副社長執行役員就任
令和３年３月 当社代表取締役就任（現任）

当社社長執行役員就任　現在
に至る

9,000株

［重要な兼職の状況］
イースタンリース㈱　取締役

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件

　取締役（監査等委員である取締役を除く、以下本議案において同じ）全員

（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取

締役６名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、すべての取締役候補者

について適任であると判断しております。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 53 －



候 補 者

番 　 号

氏 名

（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当

社の株式数

３

なが

長
 

　
ぬま

沼
 

　
てつ

哲
 

　
お

夫

(昭和37年３月30日生)

昭和57年４月 当社入社

平成15年４月 当社ネットワークマネジメン

ト部長就任

平成23年４月 当社執行役員就任

平成24年３月 当社取締役就任

平成26年４月 当社システム運用部長就任

平成27年10月 当社執行役員就任

令和３年３月 当社取締役就任(現任)

令和４年３月 当社常務執行役員就任

令和５年３月 当社専務執行役員就任　現在

に至る

－株

４

いわ

岩
 

　
つき

月
 

　
なお

直
 

　
と

人

(昭和46年６月７日生)

平成７年４月 当社入社

平成25年４月 当社住宅・建設システム営業

部長就任

平成31年４月 当社執行役員就任

令和３年３月 当社取締役就任（現任）

　　　　　　 当社常務執行役員就任　現在

に至る

4,400株

５

た

田　
さき

﨑
 

　
しげ

滋　
き

樹

(昭和35年９月22日生)

昭和59年４月 株式会社団地サービス（現、

日本総合住生活㈱）入社

平成29年７月 日本総合住生活㈱　東京支社

南多摩支店長就任

平成30年７月 同社東京支社副支社長就任

令和元年７月 同社本社経営企画部デジタル

化戦略担当部長就任

令和２年７月 同社本社経営企画部デジタル

化戦略推進室長就任

令和３年６月 同社執行役員就任

令和４年３月 当社社外取締役就任（現任）

令和４年６月 日本総合住生活㈱取締役就任　

現在に至る

－株

６

かど

角　
たに

谷　
あき

明　
ひろ

洋

(昭和48年７月６日生)

平成26年５月 東京濾器㈱入社

平成30年10月 同社総務・人事部　部長就任

令和２年４月 同社総務・人事統括部　統括

部長就任

令和２年６月 同社取締役就任（現任）

令和５年４月 同社管理本部　本部長就任

（現任）

令和６年３月 当社社外取締役就任　現在に

至る

－株
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（注）１. 各取締役候補者と当社との間の利害関係につきましては、以下のとおりであり

ます。

・田﨑滋樹氏は、過去10年間において当社の特定関係事業者である日本総合住生

活㈱の業務執行者であり、現在においても、同社の業務執行者であります。な

お、同社は、当社の株主であり、当社との間に製品販売等の取引関係がありま

す。また、同氏は、役員としての報酬を除き、当社または当社の特定関係事業

者から、多額の金銭その他の財産を受ける予定または過去２年間に受けていた

事実はありません。

・角谷明洋氏は、過去10年間において当社の特定関係事業者である東京濾器㈱の

業務執行者であり、現在においても、同社の業務執行者であります。なお、同

社は、当社設立の際母体となった会社で、当社の主要な株主であり、当社との

間に製品販売等の取引関係があります。また、同氏は、役員としての報酬を除

き、当社または当社の特定関係事業者から、多額の金銭その他の財産を受ける

予定または過去２年間に受けていた事実はありません。

・その他の各取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありま

せん。

２. 現任取締役の当社における担当は、事業報告の「Ⅳ　会社役員の状況」に記載

のとおりであります。

３. 田﨑滋樹及び角谷明洋の両氏は、社外取締役候補者であります。

４. 田﨑滋樹及び角谷明洋の両氏を社外取締役候補者とした理由は、経営者として

の豊富な経験と幅広い見識を当社経営に活かしていただけると判断したためで

あります。また、両氏が有する経験や見識を活かして取締役の職務遂行に対す

る監督、助言等いただくことを期待したためであります。

５. 田﨑滋樹氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在

任期間は、本総会終結の時をもって３年となります。また、角谷明洋氏は、現

在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会

終結の時をもって１年となります。

６. 当社は、田﨑滋樹及び角谷明洋の両氏との間で会社法第427条第１項の規定に

基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま

す。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額

としており、両氏の再任が承認された場合は、両氏との当該契約を継続する予

定であります。

７. 当社は、取締役全員を被保険者として会社法第430条の３第１項に規定する役

員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。被保険者がその

職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受ける

ことによって生じることのある損害等について塡補することとしており、保険

料は全額当社が負担しております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が

損なわれないようにするため、法令違反の行為であることを認識して行った行

為に起因する損害等の場合には塡補の対象としないこととしております。各候

補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となりま

す。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定してお

ります。

８．当社は、令和６年１月１日付で、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を

実施しておりますので、所有する当社の株式数は、株式分割後の株式を基準に

記載しております。
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候 補 者

番 　 号

氏 名

（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当

社の株式数

１

いま

今　
にし

西　
ゆき

行　
お

雄

(昭和25年11月22日生)

昭和60年１月 当社入社

平成11年４月 当社総務部長就任

平成19年４月 当社執行役員就任

平成30年10月 当社顧問就任

イースタンリース㈱監査役

就任（現任）

平成31年３月 当社取締役（常勤監査等委

員）就任　現在に至る

33,400株

２

やま

山
 

　
ぐち

口　
とし

俊
 

　
あき

明

(昭和16年１月２日生)

昭和46年１月 監査法人和光事務所入所

昭和49年12月 新和監査法人入社

昭和55年９月 同　社員

昭和60年７月 監査法人朝日新和会計社社員

平成元年７月 朝日監査法人代表社員

平成16年７月 あずさ監査法人代表社員

平成18年７月 山口俊明公認会計士事務所

開設　同事務所　所長（現

任）

平成21年６月 東日本旅客鉄道㈱監査役就任

平成27年６月 横浜ベイサイドマリーナ㈱

監査役就任　（現任）

令和３年３月 当社社外取締役（監査等委

員）就任　現在に至る

［重要な兼職の状況］

　公認会計士

－株

３

すが

菅　
や

谷　
ゆう

雄　
いち

一

(昭和49年12月14日生)

平成16年10月 弁護士登録（東京弁護士会）

平成18年４月 東京弁護士会　住宅紛争審

査会運営委員会委員就任

平成20年４月 東京弁護士会　高齢者・障

害者の権利に関する特別委

員会委員就任

平成21年４月 吉川総合法律事務所所長就

任（現任）

令和３年３月 当社社外取締役（監査等委

員）就任　現在に至る

［重要な兼職の状況］

　弁護士

－株

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

　監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了

となります。つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いする

ものであります。

　なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 56 －



（注）１．当社は、菅谷雄一氏が所属している吉川総合法律事務所との間に顧問契約を締

結しております。その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありま

せん。

２．山口俊明及び菅谷雄一の両氏は、社外取締役候補者であります。

３．山口俊明氏を社外取締役候補者とした理由は、公認会計士として財務及び会計

に関する相当程度の知見を当社の監査に反映していただくためであります。な

お、同氏は、直接企業経営に関与したことはありませんが、上記理由により、

社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。

４．菅谷雄一氏を社外取締役候補者とした理由は、法律家として長年培われた豊富

な経験と高度な知識を当社の監査に反映していただくためであります。なお、

同氏は、直接企業経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外

取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。

５．山口俊明及び菅谷雄一の両氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、両氏

の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。

６．山口俊明及び菅谷雄一の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要

件を満たしており、両氏の再任が承認された場合は両氏を独立役員として届け

出る予定であります。

７．当社は、今西行雄、山口俊明、及び菅谷雄一の３氏との間で会社法第427条第

１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締

結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最

低責任限度額としており、各氏の再任が承認された場合は、各氏との当該契約

を継続する予定であります。

８．当社は、取締役全員を被保険者として会社法第430条の３第１項に規定する役

員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。被保険者がその

職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受ける

ことによって生じることのある損害等について塡補することとしており、保険

料は全額当社が負担しております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が

損なわれないようにするため、法令違反の行為であることを認識して行った行

為に起因する損害等の場合には塡補の対象としないこととしております。各候

補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となりま

す。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定してお

ります。

９．当社は、令和６年１月１日付で、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を

実施しておりますので、所有する当社の株式数は、株式分割後の株式を基準に

記載しております。
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氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 数

いそ

礒　
ざき

﨑　
な

奈
お

保
こ

子
(昭和41年１月５日生)

平成16年12月 弁護士登録（東京弁護士会）

平成20年６月 吉川総合法律事務所入所

平成30年10月 当社社外取締役（監査等委員）

就任（平成31年３月退任）

－株

［重要な兼職の状況］

東京地方裁判所　鑑定委員

東京家庭裁判所　家事調停委員

東京弁護士会　紛議調停委員

一般財団法人江南クレーン教習所　評議員

学校法人竹早学園　理事

東京都文京区スクールロイヤー

中央区いじめ問題対策委員会　委員

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

　法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、

補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）１. 補欠の監査等委員である取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はあり

ません。

２. 礒﨑奈保子氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。

３. 同氏を補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由は、法律家として

長年培われた豊富な経験と高度な知識を当社の監査に反映していただくためで

あります。なお、同氏は、直接企業経営に関与したことはありませんが、上記

理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。

また、同氏が有する経験や見識を活かして取締役の職務遂行に対する監督、助

言等いただくことを期待したためであります。

４. 同氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、会社法第427条第１項の

規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する

予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最

低責任限度額といたします。

５. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責

任保険契約を締結しております。同氏が監査等委員である取締役に就任した場

合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。役員等賠償責

任保険契約の概要につきましては次のとおりであります。

① 塡補の対象となる保険事故の概要

被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該

責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害について

塡補するものであります。

② 保険料

保険料は全額会社負担としております。
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第５号議案　ストックオプションとして新株予約権を発行する件

　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、以下の要領により、

当社の取締役及び従業員に対し、ストックオプションとして発行する新株予約

権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、ご承認をお願いす

るものであります。

　なお、本新株予約権の全てが行使された場合に交付される当社普通株式数の

合計は210,000株となり、これは発行済株式総数（18,700,000株）の1.1％に相

当し、希薄化率は軽微であることから、本新株予約権の割当は相当であると判

断しております。

１．特に有利な条件をもって新株予約権を引き受ける者の募集をすることを

必要とする理由

　当社の業績向上に対する意欲や士気を高めるため、また優秀な人材の獲

得・維持を図ることを目的として、当社の取締役及び従業員を対象に新株

予約権を特に有利な条件をもって発行するものである。

２．新株予約権割当の対象者

　当社の取締役及び従業員を対象に、当社取締役会が認めた者に対し割当

するものとする。

３．新株予約権の要領

(1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　当社普通株式210,000株を株式数の上限とする。

　なお、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場

合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、

かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予

約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満

の端数については、これを切り捨てるものとする。

　調整後株式数＝調整前株式数×株式分割・株式併合の比率

　また、上記のほか、決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得な

い事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める株式数の

調整を行うことができる。

(2) 新株予約権の数

　2,100個を上限とする。

　なお、新株予約権１個当たりの目的となる株式数（以下「付与株式

数」という）は当社普通株式100株とする。但し、(1)に定める株式の数

の調整を行った場合は、付与株式数についても同様の調整を行う。

(3) 新株予約権の払込金額

　無償とする。
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調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

既 発 行

株 式 数 ＋

新規発行

株 式 数
×

１株当たり

払 込 金 額

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

新規発行前の株価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

(4) 新株予約権の割当日

　令和７年４月１日とする。

(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産

　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行

使により交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額（以下

「行使価額」という）に、当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金

額とする。

　行使価額は、新株予約権の割当日の東京証券取引所における終値（当

日に取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値）とするが、当

該金額が2,091円を下回った場合は2,091円とする。

　なお、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割ま

たは株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整

の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。

　また、新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき時価を下回る価

額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行

使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げ

る。

　上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数

から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、ま

た、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自

己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」にそれぞれ読

み替えるものとする。

　さらに、新株予約権の割当日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新

設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割

もしくは吸収分割を行う場合、当社は取締役会決議により合理的な範囲

内で行使価額を調整するものとする。

(6) 新株予約権を行使することができる期間

　割当日より８年を経過した日から令和17年３月26日までの範囲内で、

当社取締役会において決定するものとする。
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調整後の新株

予約権の個数
＝

調整前の新株

予約権の個数
×

割当日から権利喪失日までの

在籍月数

96ヶ月

職位 新株予約権の個数

執行役員 300個（30,000株）

部長 200個（20,000株）

課長 100個（10,000株）

(7) 新株予約権の行使条件

①新株予約権者は、新株予約権の行使時において当社の取締役または従

業員であることを要し、その地位を株主総会決議後、勤続２年未満で

退任及び退職等により、いずれも喪失したときは、権利行使前といえ

ども、直ちに当該新株予約権を喪失するものとする。また、新株予約

権の割当時の職位より下位の職位に降格になった場合も同様とする。

　　また、当該地位を株主総会決議後、勤続２年以上で退任及び退職等

により喪失したり、新株予約権の割当時の職位より下位の職位に降格

になった場合は、前項の期間にかかわらず、当該事由が発生した日か

ら６ヶ月間に限り行使できるものとする。その場合、割り当てた新株

予約権の個数は以下の計算式により調整するものとする。なお、在籍

月数の算出にあたり生じた１ヶ月未満の端数はこれを切り捨てるもの

とし、割当日からの在籍月数は96ヶ月を上限とする。また、調整後の

新株予約権の個数に端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

　なお、上記株主総会決議後、勤続２年以上で降格した者が、以下の

いずれかの職位にとどまる場合は、その職位の右欄に記載された新株

予約権の個数から権利行使済の新株予約権の個数を控除した個数（計

算後の個数が正の値になる場合に限る）の新株予約権を、降格となっ

た年の翌年以降に新株予約権発行を承認する株主総会決議が為される

ことを条件に、新たな契約を締結して割り当てることができるものと

する。但し、調整後の新株予約権のすべてを行使した日の属する年又

は権利行使期間の経過等により調整後の新株予約権を喪失した日の属

する年の翌年１月１日から１月末日までの間に、新たな新株予約権の

発行を申請した者に限る。

②新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。

③その他詳細、条件は、当社取締役会において決定するものとする。
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(8) 新株予約権の取得の事由及び条件

　次のいずれかに該当する場合、当社は新株予約権を無償で取得するこ

とができる。

①当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会

社となる株式交換契約書、または当社が分割会社となる会社分割につ

いて分割計画書・分割契約書について株主総会の承認（株主総会の承

認を要しない会社分割の場合は取締役会決議）がなされたとき、なら

びに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされた場合

②新株予約権者が権利行使をする前に３．(7)に定める規定により新株

予約権の行使ができなくなった場合

③新株予約権者が新株予約権の放棄を申し出た場合

(9) 新株予約権の譲渡制限

　新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要する

ものとする。

(10) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金

及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金

の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限

度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準

備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増

加する資本金の額を減じた額とする。

(11) １株に満たない端数の処理

　新株予約権を交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合に

は、これを切り捨てるものとする。

(12) 新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項

　当社は、新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとす

る。

(13) その他の細則事項

　新株予約権に関するその他の細則事項については、取締役会決議によ

り決定する。

以　上
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株主総会会場ご案内図

会　場　　神奈川県川崎市中原区小杉町三丁目264番地３

ユニオンビル　２階　セミナールームＡ

最寄駅　　ＪＲ南武線・横須賀線　武蔵小杉駅〈北口〉

東急東横線・目黒線　武蔵小杉駅〈南口〉

ＪＲ横須賀線でお越しの場合は、駅構内の連絡通路を通り、

北改札（南武線口）をご利用ください。
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